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【お問い合わせ先】 大崎町役場  住民課  環境係  TEL476-1111（内線 123）

��住民課からお知らせ

ゴミの焼却（野焼き）禁止！

曽於地区介護保険組合からのお知らせ
平成20年度　情報公開・個人情報保護制度
運用状況の公表について

　平成 20 年度の情報公開・個人情報保護制度の運用状況を曽於地区介護保険組合情報公開条例及び曽於
地区介護保険組合個人情報保護条例に基づき，次のとおり公表します。

内 容 開示請求
決定内容 不服申

立て等全部開示 部分開示 取下げ 不開示 不存在

情 報 公 開 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件

個人情報保護 � 件 � 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件

  情報公開制度
 　情報公開制度とは，組合が保有する公文書を住民の皆さんの要求に応じて公開する制度です。
　このことは，介護保険行政に対する住民の理解と信頼を深め，住民参加による公正で開かれた介護保険
行政の推進に資することを目的としています。

  個人情報保護制度
　個人情報保護制度とは，個人情報の適正な取扱いを確保し，誰もが組合の保有する自己情報の開示，訂
正及び利用停止の請求ができる制度です。
　このことは，介護保険行政の適正で円滑な運営を図り，個人の権利利益を保護することを目的としてい
ます。

【お問い合わせ先】
曽於地区介護保険組合　TEL 099-471-6545   FAX　099-477-1901
志布志市有明町野井倉 8276 番地 1

※ 　曽於地区介護保険組合とは，介護保険法の規定に基づく要介護認定等を行うため，曽於市，志
布志市及び大崎町の 2 市 1 町で設立している地方公共団体です。

　野外で焼却することを『野焼き』といいます。ドラム缶や素掘りなどの焼却，基準外小型焼
却炉の使用も『野焼き』です。家庭から出る廃プラや紙類はきちんと分別して，収集所に出す
ようにしましょう。

※�家庭ゴミの野外での焼却は，法律で３年以下の懲役又は，300万円以下
の罰金が課されます。




